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「
大
分
い
の
ち
の
電
話
」

相
談
員
養
成
講
座

土
木
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業

「
津
久
見
市
活
性
化
検
討
会
」

発
表
会

労
働
保
険
料
等
の
申
告
・
納
付

手
続
期
間
が
変
わ
り
ま
す

市
民
健
康
相
談
の

日
程
を
変
更
し
ま
す

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

　

い
の
ち
の
電
話
と
は
、
電
話
を

通
し
て
様
々
な
不
安
や
悩
み
を
持

つ
人
の
話
を
聴
き
、
心
の
支
え
と

な
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
す
。

あ
な
た
も
相
談
員
に
な
り
ま
せ
ん

か
。

▼
期
間

・
前
期(

講
義)

５
月
20
日

（水）
〜
４
カ
月
間

・
後
期(

講
義
４
カ
月
・
実
習
６

カ
月)

９
月
下
旬
〜
10 
カ
月
間

※
毎
週
水
曜
日　

18 
時
30
分
〜

20
時
30
分

▼
場
所　

大
分
市
府
内
町
１-

５-

38　

コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

▼
受
講
料

前
期　

２
万
円

後
期　

２
万
５
千
円

▼
募
集
期
間　

４
月
30
日

（木）
ま
で

▼
定
員　

50
人

▼
対
象
者　

23
歳
〜
65
歳
ま
で

の
人

▼
応
募
方
法　

希
望
者
に
募
集
要

項
︵
申
込
書
︶
を
郵
送
し
ま
す
。

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

大
分
い
の
ち
の
電
話

☎
０
９
７-

５
３
７-

２
４
８
８

　

津
久
見
市
活
性
化
検
討
会
は
、

津
久
見
の
ま
ち
づ
く
り
に
思
い
を

は
せ
る
５
人
の
市
民
メ
ン
バ
ー
と

３
人
の
行
政
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ

れ
、
昨
年
９
月
か
ら
津
久
見
市
の

活
性
化
に
向
け
活
発
な
議
論
を
交

わ
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
、
そ
の
成
果
の
発
表
会
を

左
記
内
容
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

２
月
26
日

（木）19 
時
〜
21
時

▼
場
所　

津
久
見
市
民
会
館
１
階

第
２
会
議
室

▼
主
催

大
分
県
臼
杵
土
木
事
務
所

▼
内
容

①
土
木
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業

﹁
津
久
見
市
活
性
化
検
討
会
﹂

の
紹
介

②
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

テ
ー
マ
﹁
津
久
見
を
も
っ
と

元
気
に
す
る
に
は
!!
﹂

◆
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

柴
田
久 

氏
︵
福
岡
大
学
工
学
部

社
会
デ
ザ
イ
ン
工
学
科
准
教
授
︶

◆
パ
ネ
リ
ス
ト

小
手
川
和
彦 

氏

佐
藤　

成
一 

氏

佐
藤　

真
美 

氏

上
野　

寛　

 

氏

戸　
　

季
文 

氏

※
入
場
無
料　

託
児
可
︵
託
児
に

つ
い
て
は
事
前
に
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。︶

▼
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

臼
杵
土
木
事
務
所 

建
設
課

企
画
・
道
路
班　

中
山

☎
０
９
７
２-

63-

４
１
３
６

　

平
成
21
年
度
か
ら
、
労
働
保
険

︵
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
︶
の
年

度
更
新
手
続
き
が
、
６
月
１
日
か

ら
７
月
10 
日
ま
で
の
間
に
変
更

に
な
り
ま
す
。
平
成
20
年
度
ま
で

は
、
４
月
１
日
か
ら
５
月
20
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
ま

で
よ
り
遅
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

大
分
労
働
局

総
務
部
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
９
７-
５
３
６-

７
０
９
５

　

毎
月
第
２
水
曜
日
に
保
戸
島
・

無
垢
島
航
路
発
着
場
﹁
離
島
交
流

館
﹂
で
行
っ
て
い
ま
す
国
保
相
談

員
に
よ
る
﹁
市
民
健
康
相
談
﹂
は
、

２
月
11
日
が
祝
日
の
た
め
、
翌
週

の
18 
日
に
変
更
し
ま
す
。

各種の納税・保険料の納入は

便利な口座振替がお勧めです！
　市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付は、便利
な口座振替のご利用をお勧めしています。
　また、これまで「納税組合」に加入していた皆様も平成21年4月からは直接金融機関の窓口または市役
所窓口（出張所を含む。）で納付して頂くことになりますので、口座振替での納付のご利用をお勧めします。
　手続きの方法は、口座振替依頼書を市内金融機関（ゆうちょ銀行もご利用できます。）の窓口または税務
課窓口に置いていますので、口座の通帳、通帳印を持参して頂ければ手続きができます。

特に後期高齢者医療保険料の普通徴収（年金から天引きさ
れない方）の方や新たに後期高齢者医療保険料が発生する
方（昭和９年生まれの方）は、納め忘れのない便利で確実な
口座振替手続きをお勧めします。

●問い合わせ先／市役所税務課　☎８２－９５１２（直通）


